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株 式 会 社 ラ ン シ ス テ ム
代表取締役社長 日 高 大 輔

第35期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

　さて、当社第35期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げま

す。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事

項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載し

ておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い

申し上げます。

　当社ウェブサイト　　https://www.runsystem.co.jp/

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「IR情報」よりご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェ

ブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ランシステ

ム」又は「コード」に当社証券コード「3326」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書

類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄

よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面によって議決権を行使する

ことができますので、後記株主総会参考書類をご検討いただき、2023年６月26日(月曜日)

午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

［インターネットによる議決権行使の場合］

　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただ

き、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コー

ド」及び「パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上

記の行使期限までにご入力ください。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］

　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着す

るようご返送ください。

敬　具
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１．日 時 2023年６月27日（火曜日）午後１時30分

（開催日が前回定時株主総会の日（2022年９月28日）に応答する日

と離れていますのは、第35期より当社の事業年度の末日を６月30日

から３月31日に変更したためであります。）

２．場 所 埼玉県狭山市入間川２丁目33番１号

狭山市市民会館　中ホール

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第35期（2022年７月１日から2023年３月31日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監

査結果報告の件

２. 第35期（2022年７月１日から2023年３月31日まで）計算書類報

告の件

決 議 事 項

第１号議案

第２号議案

第３号議案

取締役７名選任の件

監査役２名選任の件

補欠監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対す

る表示がない場合は賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

(2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権

行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

(3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日

時を問わず、インターネットによる議決権を有効なものとしてお取り扱いいたし

ます。

(4)代理人による議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理

人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理人を証明する書面のご提

出が必要となりますのでご了承ください。

記

以　上

１．当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申し上げます。

２．電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト

及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

３．本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項

を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につき

ましては、法令及び当社定款17条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりま

せん。

① 連結計算書類の「連結注記表」

② 計算書類の「個別注記表」

　なお、これらの事項は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成する

に際して監査した連結計算書類及び計算書類に含まれております。

－ 2 －



（ 2022年７月１日から
2023年３月31日まで ）
事　業　報　告

１. 企業集団の現況に関する事項

(1)当事業年度の事業の状況

①事業の経過及び成果

　当社は、2022年９月28日開催の第34回定時株主総会の決議により、事業年

度を従来の６月30日から３月31日に変更いたしました。

　これに伴い、第35期事業年度が2022年７月１日から2023年３月31日の９か

月の変則決算となったため、当連結会計年度の事業報告においては業績に関

する前期比較の記載を省略しておりますのでご了承くださいますようお願い

申し上げます。

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症（以

下、「同感染症」といいます。）の広がりは一定程度に抑えられ、経済活動

は緩やかに持ち直しているものの、依然として先行き不透明な状況が続いて

おります。サービス業・アミューズメント業界においては、行動制限の緩和

や外国人観光客の受入再開などによって、人流は回復傾向にありますが、物

価高や光熱費等のコスト上昇が影響し、余暇活動における消費は伸び悩む状

況となっております。

　このような経営環境のもと、当社グループは「基本の徹底」「コストマネ

ージメント」「リアル店舗以外での収益強化」に注力し、既存の主力事業で

ある直営店舗事業では同感染症の拡散防止を最優先にした運営を行っている

ほか、システム外販事業における収益の拡大、新規事業の開発等に努めて参

りました。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高3,702百万円、営業損失192

百万円、経常損失206百万円、親会社株主に帰属する当期純損失176百万円と

なりました。

　事業ごとの状況は、次のとおりであります。

＜直営店舗事業＞

　当事業につきましては、当社及び当社子会社の株式会社ランセカンドによ

る複合カフェ「スペースクリエイト自遊空間」チェーン直営店舗の運営をメ

インとし、サービス業としての基本である「清掃・接客」を軸に、安心安全

健全な運営を行っております。また、店内設備においては、お客様のニーズ

の高い完全個室への改装を実施し、これまでは控えていたイベントの実施に
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よる稼働の向上に努めております。

　以上の結果、当連結会計年度末時点では、グループ店舗数106店舗(直営店

舗47、FC加盟店舗59)となりました。

＜外販事業＞

　当事業につきましては、注目度の高いセルフ化システムやテレワーク環境

を支援するシステムなどの各種システムの販売及び保守、管理業務を行って

いるほか、自遊空間のフランチャイズ店舗のサポート業務を行っておりま

す。また、新しい商材の開発や新規顧客開拓も進めております。

＜不動産事業＞

　当事業につきましては、不動産賃貸物件の適切な管理に注力し、同感染症

に伴う賃料減額などの影響を受けてはおりますが、おおむね計画通りの売上

推移となっております。

＜児童発達支援事業＞

　当事業につきましては、子会社である株式会社ランウェルネスにて「ハッ

ピーキッズスペースみんと」を運営しており、2022年11月に「ハッピーキッ

ズスペースみんと第３東川口」をオープンし、13施設に施設数を増やしてお

ります。「みんと」では、児童・生徒の発達支援に関するサービスを行って

おり、独自の療育プログラムに基づき、お子さま一人ひとりが自立し健やか

に育むことができる環境を整えております。また、施設を利用されるお子様

をはじめ、全従業員、関係者の方の、同感染症の感染防止に注力し、一層の

安全管理体制を整え、運営を行っております。

②設備投資の状況

　当連結会計年度において252,145千円の設備投資を実施いたしました。

　主な設備投資は直営店舗事業の既存店舗の改修工事等235,088千円であり

ます。

③資金調達の状況

　当連結会計年度の資金調達は経常的な資金調達のみで、特に記載すべき事

項はありません。
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区　　　　分
第 32 期

(2020年6月期)
第 33 期

(2021年6月期)
第 34 期

(2022年6月期)

第 35 期
(当連結会計年度)
(2023年3月期)

売 上 高 (千円) 6,958,810 4,918,160 4,346,443 3,702,335

経常損失（△） (千円) △60,587 △614,630 △588,877 △206,313

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

(千円) △884,846 △951,077 △682,407 △176,374

１ 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) △456.00 △485.67 △287.15 △41.50

総 資 産 (千円) 4,665,217 3,647,742 3,665,648 3,420,243

純 資 産 (千円) 923,426 111,538 253,109 76,735

１株当たり純資産額 (円) 475.88 49.56 59.55 18.05

区　　　　分
第 32 期

(2020年6月期)
第 33 期

(2021年6月期)
第 34 期

(2022年6月期)
第35期(当期)
(2023年3月期)

売 上 高 (千円) 6,076,615 4,181,926 3,549,083 3,028,267

経常損失（△） (千円) △58,515 △586,315 △641,328 △235,176

当期純損失（△） (千円) △858,574 △1,212,013 △711,483 △191,826

１ 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) △442.46 △618.91 △299.39 △45.13

総 資 産 (千円) 4,839,150 3,507,350 3,491,692 3,104,537

純 資 産 (千円) 1,204,131 131,308 243,803 51,976

１株当たり純資産額 (円) 620.54 58.35 57.36 12.23

(2)直前３事業年度の財産及び損益の状況の推移

①企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純損失は、自己株式控除後の期中平均株式数に基づき算出しており

ます。

２. １株当たり純資産額は、自己株式控除後の期末発行済株式総数に基づき算出してお

ります。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第34

期連結会計年度の期首から適用しており、第34期連結会計年度以降に係る各数値に

ついては、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

４．第35期（当連結会計年度）につきましては、事業年度の変更に伴い、2022年７月１

日から2023年３月31日までの９ヶ月間となっております。

②当社の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純損失は、自己株式控除後の期中平均株式数に基づき算出しており

ます。

２. １株当たり純資産額は、自己株式控除後の期末発行済株式総数に基づき算出してお

ります。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第34

期事業年度の期首から適用しており、第34期事業年度以降に係る各数値について

は、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

４．第35期（当事業年度）につきましては、事業年度の変更に伴い、2022年７月１日か

ら2023年３月31日までの９ヶ月間となっております。
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会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社AOKIホールディングス 232億82百万円 57.17％
グループ会社の経営管
理、並びにそれに付帯す
る業務

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 ラ ン ウ ェ ル ネ ス 10百万円 100.0％
児童発達支援事業
放課後等デイサービス事
業

株 式 会 社 ラ ン セ カ ン ド 10百万円 100.0％ 直営店舗事業

(3)重要な親会社及び子会社の状況

     ①親会社の状況

     ②重要な子会社の状況

(4)対処すべき課題

業態ごとの今後の課題につきましては次のとおりであります。

＜直営店舗事業＞

　当事業においては、近年の娯楽の多様化、生活様式の変化等により、市場

競争が激化していたことに加え、同感染症の影響によって人流が減少し、長

期的に多大な影響を受けておりましたが、既存店にセルフ化システムを導入

し、効率的な運営を可能とするとともに、不採算店舗の撤退を進めた結果、

行動制限の緩和等により人流が回復傾向になるにつれ、収益を見込めるよう

になってきております。

　このような環境下において、当社では下記の事項を今後の課題と考えてお

ります。

（お客様目線でのサービス提供の徹底について）

　サービス業としての基本である「清掃・接客」を軸に、安心安全健全な運

営を継続していくことに加え、完全個室や店舗設備などの顧客満足度向上の

為の店舗改装、お客様目線での店舗別サービス提供、イベント実施による稼

働の向上に努めて参ります。

（店舗管理体制の強化及び人材の開発について）

　指揮・命令系統を明確にすることで、店舗管理体制の強化を図ります。顧

客満足度の向上を目的として、接客サービスの向上や法令の遵守など、店長

やアルバイトスタッフ等社員の教育を定期的に実施し、リーダーシップのあ

る人材の育成に努めて参ります。
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（新業態の開発について）

　当社では、安定した収益確保のため、複合カフェ以外の新規業態開発にも

努めております。今後も、収益構造の改善をさらに進めるとともに、非対面

型ビジネスモデルの確立、SNS等を活用した社会的認知の向上を目指した取

り組みを行って参ります。

＜外販事業＞

　当事業においては、各種システム等の保守、管理業務や自遊空間のフラン

チャイズ店舗のサポート業務により安定した収益を見込んでいるほか、当社

の親会社である株式会社AOKIホールディングスのグループ会社が展開する店

舗へのセルフ化システム、PC関連部材等の導入を進めております。自遊空間

の運営で培ったセルフ化システムやテレワーク環境を支援するシステムをカ

スタマイズし、既存顧客に向けた新たな商材の販売と、新規顧客開拓による

収益拡大を目指して参ります。

＜不動産事業＞

　当事業においては、安定的な収益を確保すべく、不動産賃貸物件の管理に

努めて参ります。

＜児童発達支援事業＞

　子会社である株式会社ランウェルネスにて展開している、児童発達支援事

業及び放課後等デイサービス事業は、社会的ニーズの高い事業であることか

ら、施設数の拡大に努めております。また、就労継続支援、就労移行支援事

業の開始を検討しており、事業規模の拡大に努めて参ります。

（継続企業の前提に関する重要事象等）

　当社グループは、主力事業である複合カフェ「自遊空間」直営店舗事業に

おける効率的な運営体制の強化と収益力の向上を図るとともに、購買外販及

びシステム外販事業の販路拡大や新規事業の企画・開発、また、子会社が運

営する福祉事業の健全な運営等に積極的に取り組んで参りました。

　新型コロナウイルス感染症による影響を受け、店舗来店客数が減少したこ

とを主な要因として当社業績は売上高、営業利益ともに大きく減少し、前連

結会計年度まで３期連続で営業損失、親会社株主に帰属する当期純損失及び

マイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、当連結会計年度におい

ても、営業損失192百万円、経常損失206百万円及び親会社株主に帰属する当

期純損失176百万円となっております。

　以上により、当社グループの事業運営は継続企業の前提に重要な疑義を生
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じさせるような状況が存在しております。当社グループは、当該状況を解消

すべく、以下の対応策を継続して実行して参ります。

　①資金の確保

　株式会社AOKIホールディングスとの資本業務提携及び第三者割当増資、不

動産売却、その他資産売却により、当面の運転資金は確保されております。

主要取引金融機関の交渉等、資金の確保を継続的に行って参ります。

　②収益増

　直営店舗事業においては、コロナ禍以前の売上規模に比べて８割程度の売

上高に持ち直すことで収益が見込めるよう収益構造の適正化を行って参りま

した。直近においては、直営店舗事業における売上高が持ち直してきてお

り、収益が見込めるようになってきております。株式会社AOKIホールディン

グスのグループ会社である株式会社快活フロンティアが運営する店舗とのノ

ウハウの共有、店舗備品の共同仕入れ等により運営コストの見直しを引き続

き図って参ります。

　外販事業においては、株式会社AOKIホールディングスのグループ会社の運

営する店舗へのセルフ化システム等の導入を進めており、当連結会計年度に

おける当セグメント全体の売上高は910百万円、セグメント利益は111百万円

となり、収益化を達成しております。今後更なる収益を目指して、テレワー

クやサテライトオフィス環境の提供及びセルフ化システム各種を、店舗運営

の大きな課題となる人材不足に対応するシステムとして、同業他社だけでな

く、店舗運営をする様々な業態へ提案して参ります。

　別途、新規事業として、バーチャルタレントの支援プラットフォーム

「FanPicks」の登録者数及び利用者数の拡大等に注力して参ります。

　③コスト削減

　直営店舗の家賃減額、変動費の見直し等を継続実施し、全社的にかかるコ

ストの把握、販管費の削減を行って参ります。また、運営体制の効率化によ

るコスト圧縮を引き続き行います。

　これらの施策の実施により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな状況が存在するものの、重要な不確実性は認められないと判断しており

ます。
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事 業 区 分 事　業　内　容

直 営 店 舗 事 業
複合カフェ「スペースクリエイト自遊空間」などの
直営店舗の運営

外 販 事 業
物品・システム等の外販、フランチャイズに係る事
業

不 動 産 事 業 不動産賃貸及び管理

児童発達支援事業
児童発達支援事業
放課後等デイサービス事業

(5)主要な事業内容（2023年３月31日現在）
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株式会社ランシステム

横浜本社：神奈川県横浜市
埼玉本社：埼玉県狭山市

株式会社ランウェルネス

本社：神奈川県横浜市

株式会社ランセカンド

本社：神奈川県横浜市

区分

店舗運営事業

店舗数

直営 フランチャイズ 合計

スペースクリエイト自遊空間 43 59 102

アミューズメントカジノ ジクー 3 - 3

飲 食 店 舗 1 - 1

合計 47 59 106

区分

児童発達支援事業

施設数

直営 フランチャイズ 合計

ハッピーキッズスペースみんと 13 - 13

合計 13 - 13

(6)主要な営業所（2023年３月31日現在）

①本社及びオフィス

②店舗
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セグメントの名称 使用人数 前連結会計年度末比増減

直営店舗事業 67(250）名 △9（82）

外販事業 37（2）名 △22（△2）

不動産事業 1（-）名 -（-）

児童発達支援事業 65（31）名 16（2）

その他 11（-）名 10（-）

全社（共通） 19（1）名 △3（1）

合計 200（284）名 8名減（83名増）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

126（218）名 17名減（77名増） 43.4歳 13.8年

(7)使用人の状況（2023年３月31日現在）

①企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員であり、（　）内は、外書きでパート・アルバイト（１日８時間

換算）の年間平均雇用人員を記載しております。

２. 全社（共通）として記載されている使用人数は、管理部門に所属しているものであり

ます。

②当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員であり、（　）内は、外書きでパート・アルバイト（１日８時間換

算）の年間平均雇用人員を記載しております。
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借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 733,727千円

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 645,130千円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 327,956千円

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 319,800千円

飯 能 信 用 金 庫 174,685千円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 130,000千円

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 99,080千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 45,130千円

(8)主要な借入先（2023年３月31日現在）

－ 12 －



株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 A O K I ホ ー ル デ ィ ン グ ス 2,430,000株 57.17％

プ ラ ザ 商 事 株 式 会 社 188,800 4.44

G A U D I 株 式 会 社 186,000 4.38

日 高 大 輔 113,200 2.66

サントリービバレッジソリューション株式会社 95,000 2.24

J P モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 71,900 1.69

株 式 会 社 ロ フ テ ィ ー 44,900 1.06

株 式 会 社 玉 林 園 44,900 1.06

大 鐘 産 業 株 式 会 社 28,600 0.67

平 楽 商 事 株 式 会 社 28,600 0.67

平 川 正 一 28,600 0.67

２. 会社の株式に関する事項（2023年３月31日現在）

①発行可能株式総数　　　　　　　　 6,360,000株

②発行済株式の総数　　　　　　　　 4,380,900株

③株主数　　　　　　　　　　　　　　　 2,504名

④大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を130,490株保有しておりますが、上記大株主からは除外して

おります。

２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 状 況

代表取締役社長 日 高 大 輔

ＧＡＵＤＩ㈱取締役
プラザ商事㈱取締役
ＧＮＥＸＴ㈱取締役
㈱ランウェルネス取締役
㈱ランセカンド取締役

専 務 取 締 役 笠 間 　 匠
外販事業本部長
㈱ランセカンド取締役

常 務 取 締 役 面 髙 英 雄

経営企画本部長
管理本部長
㈱ランセカンド取締役
㈱ランウェルネス代表取締役社長

取 締 役 東 　 英 和 ㈱AOKIホールディングス取締役

取 締 役 照 井 則 男
㈱AOKIホールディングス取締役
㈱快活フロンティア取締役

取 締 役 中 谷 健 二
中谷公認会計士事務所
小林・福井法律事務所

取 締 役 加 藤 洋 平 やざわ法律事務所

取 締 役 荒 井 春 奈 弁護士法人高橋裕次郎法律事務所

常 勤 監 査 役 遠 藤 　 進
㈱ランウェルネス監査役
㈱ランセカンド監査役

監 査 役 山 本 安 志 山本安志法律事務所所長

監 査 役 中 藤 　 力 日比谷総合法律事務所

３. 会社役員の状況
(1)取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１. 取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏及び取締役荒井春奈氏は、社外取締役でありま

す。

２. 監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏は、社外監査役であります。

３. 当社は、取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏及び監査役中藤力

氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており

ます。

４．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

①2022年９月28日開催の第34期定時株主総会終結の時をもって、取締役会長西原光男

氏、取締役西原貴志氏、取締役鈴木啓太氏及び取締役武藤五郎氏は辞任により退任い

たしました。

②2022年９月28日開催の第34期定時株主総会において、東英和氏、照井則男氏、中谷健

二氏、加藤洋平氏、荒井春奈氏は取締役に新たに選任され就任いたしました。
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区分 支給人員 支給額 摘要

取締役 12名 41,865千円 （うち社外取締役 ７名 9,375千円）

監査役 ３名 8,100千円 （うち社外監査役 ２名 5,400千円）

合計 15名 49,965千円

(2)取締役及び監査役の報酬等の総額

（注）１. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２. 取締役の報酬限度額は、2006年９月27日開催の第18期定時株主総会において月額

14,000千円以内（ただし、使用人分給与を含まない）と決議しております。当該株主

総会終結時点の取締役の員数は、７名であります。

３. 監査役の報酬限度額は、2000年９月６日開催の第12期定時株主総会において月額

1,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、１名

であります。

(3)役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めてお

りませんが、2006年９月27日開催の株主総会において、取締役の報酬額を月

額14,000千円以内、2000年９月６日開催の株主総会において、監査役の報酬

額を月額1,000千円以内とすることをそれぞれ決議しております。

　当社の役員報酬は基本固定報酬のみで構成されております。

　当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限

を有する者は、取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である日高

大輔氏であり、委任理由は、当社グループ全体の業績や貢献度を勘案しつつ

各役員の担当部門について評価を行うのは代表取締役社長が適していると判

断したためであり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議され

た報酬の範囲内において決定権限を有しております。なお、当事業年度にお

ける当社の役員の報酬等の額は、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取

締役会の決議及び監査役の協議により決定されております。
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地 位 氏 名 兼 職 す る 法 人 等 兼 職 の 内 容

取 締 役 中 谷 健 二
中谷公認会計士事務所
小林・福井法律事務所

－

取 締 役 加 藤 洋 平 やざわ法律事務所 －

取 締 役 荒 井 春 奈 弁護士法人高橋裕次郎法律事務所 －

監 査 役 山 本 安 志 山本安志法律事務所 所長

監 査 役 中 藤 　 力 日比谷総合法律事務所 代表

(4)社外役員に関する事項

①他の法人等の業務執行者、社外役員の兼務状況

（注）当社と上記各法人等との間に重要な取引関係はありません。
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区分 氏名
出席状況、発言状況及び社外取締役に

期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役  中谷健二

当事業年度において、2022年９月28日就任以降に開

催された取締役会10回のうち10回に出席しておりま

す。主に弁護士としての専門的見地から取締役会で

の発言を行っており、当社グループの経営全般に係

る助言を行う等、役員として適切な役割を果たして

おります。

取 締 役  加藤洋平

当事業年度において、2022年９月28日就任以降に開

催された取締役会10回のうち10回に出席しておりま

す。主に弁護士としての専門的見地から取締役会で

の発言を行っており、当社グループの経営全般に係

る助言を行う等、役員として適切な役割を果たして

おります。

取 締 役  荒井春奈

当事業年度において、2022年９月28日就任以降に開

催された取締役会10回のうち10回に出席しておりま

す。主に弁護士としての専門的見地から取締役会で

の発言を行っており、当社グループの経営全般に係

る助言を行う等、役員として適切な役割を果たして

おります。

監 査 役  山本安志

当事業年度中に開催された、取締役会13回のうち13

回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から取

締役会の意思決定の適正性を確保するための助言を

行っております。また、監査役会９回のうち９回に

出席し、当社のコンプライアンス体制等について適

宜、必要な発言を行っております。

監 査 役  中藤　力

当事業年度中に開催された、取締役会13回のうち13

回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から取

締役会の意思決定の適正性を確保するための助言を

行っております。また、監査役会９回のうち９回に

出席し、当社のコンプライアンス体制等について適

宜、必要な発言を行っております。

②当事業年度における社外役員の主な活動状況
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支払額

 1)当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 13,000千円

 2)当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭

   その他の財産上の利益の合計額
13,000千円

４. 会計監査人の状況
①会計監査人の名称

アスカ監査法人

②報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく会計監査人としての監

査と金融商品取引法に基づく会計監査人としての監査の報酬等の額を区分しておら

ず、実質的にも区分できませんので、上記の「当事業年度に係る会計監査人の報酬等

の額」は、これらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り

の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査

人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③解任又は不再任の決定の方針

当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め

る項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監

査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最

初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を

報告いたします。

なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議

の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえ

で、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
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①取締役及び使用人の職務

の執行が法令及び定款に

適合することを確保する

ための体制

倫理基準、行動基準及びコンプライアンスに

関する規程を制定し、取締役及び使用人のコン

プライアンスに対する意識の向上を図る。

　法令違反・不正行為等の未然防止や早期発見

を図り、コンプライアンス経営の強化を目的と

した公益通報規程を定めるとともに、経営上の

法的案件については顧問弁護士よりアドバイス

を受けることにより法令を遵守する。

　監査役は、取締役会並びに経営計画会議、そ

の他重要な議事事項の含まれる会議に積極的に

出席し、必要に応じて各議事録、稟議書等の書

類の査閲やヒアリングを実施するなど公正・客

観的な立場から取締役及び事業部門の監査を行

う。

　内部監査業務を実施する経営企画室は経営の

健全化・効率化のモニタリング及びコンプライ

アンスの状況の監査を行う。

　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会

的勢力・団体とは一切の関係を持たず、不当な

要求に対し、毅然とした態度で対応することを

基本方針とし、役員及び使用人に周知徹底す

る。警察及び顧問弁護士等と連携し、断固とし

た姿勢で臨み、当該勢力・団体との関係を一切

遮断する。

②取締役の職務の執行に係

る情報の保存及び管理に

関する体制

取締役の職務の執行に係る情報の取扱いにつ

いては法令及び文書管理規程等に基づき、取締

役、監査役及び会計監査人が容易に閲覧可能

な、検索性の高い状態で保存・管理する。

５. 会社の体制及び方針

(1)業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

当社の業務の適正を確保するための体制の整備等について、取締役会で決

議した内容の概要は次のとおりです。
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③損失の危険の管理に関す

る規程その他の体制

取締役及び監査役、執行役員が出席する経営

計画会議を毎月定例で開催し、現場の状況を把

握することで、業務執行の監督及びリスク管理

を行う。

　当社の経営に重大な影響を与える事故、災

害、危機が発生した場合に対応すべく危機管理

マニュアルに基づいたリスク管理規程を制定す

る。

　当社が運営する店舗の顧客情報の管理におい

ては、セキュリティ水準の向上に努めるととも

に営業秘密管理規程に基づき厳重に管理する。

④取締役の職務の執行が効

率的に行われることを確

保するための体制

取締役会を毎月定例で開催し、緊急を要する

場合には、迅速な経営が行えるようにその都度

臨時取締役会を開催することにより、経営方

針・法定事項・その他重要事項等の決定を行う

とともに、取締役相互の業務執行状況の監督を

行う。

　取締役会は年度予算を定め、予算に対する達

成状況を適時確認する。

　グループウェア等のITシステムを導入するこ

とにより、情報の共有化並びに決裁手続きの迅

速化を図る。

⑤当社及び子会社から成る

企業集団における業務の

適正を確保するための体

制及び子会社の取締役等

の職務の執行に係る事項

の当社への報告に関する

体制

当社グループは、当社及び子会社における内

部統制の構築を目指し、子会社への内部統制に

関する指示伝達及び子会社の取締役等の職務執

行に係る事項の当社への報告が効率的に行われ

る体制を構築する。

当社グループ会社の監督については、関係会

社管理規程に定めるところによる。当社子会社

の経営を統括する組織は、同規程の基本方針に

従って必要事項を監督し、経営状況を把握す

る。

－ 20 －



⑥監査役がその職務を補助

すべき使用人を置くこと

を求めた場合における当

該使用人に関する事項及

びその使用人の取締役か

らの独立性に関する事項

監査役は、監査業務を補助すべき使用人を要

する場合には、内部監査を担当する経営企画室

から選任することができる。

監査役より選任された使用人は、監査役から

の命令に関して取締役の指揮命令を受けない。

⑦取締役及び使用人が監査

役に報告するための体

制、その他の監査役への

報告に関する体制

取締役及び使用人は法令・定款違反もしくは

不正行為の事実、または会社に重大な損害を及

ぼすおそれのある事実について速やかに監査役

へ報告を行う。

　内部監査を実施する経営企画室は、監査結果

について監査役に報告を行う。

⑧前号の報告をした者が当

該報告をしたことを理由

として不利な取扱いを受

けないことを確保するた

めの体制

監査役に報告をした者が、報告をしたことを

理由として不利な取扱いを受けないものとす

る。また、当社の内部通報制度においても、監

査役及び通報窓口へ相談または通報を行ったこ

とを理由として不利な取扱いを受けないものと

する。

⑨当社の監査役の職務の執

行について生ずる費用ま

たは債務の処理に係る方

針に関する事項

当社の監査役の職務の適正な執行のために生

ずる費用や債務については、監査役監査規程に

定めており、監査役からの申請に基づいて適切

に処理するものとする。

⑩その他監査役の監査が実

効的に行われることを確

保するための体制

監査役は取締役会並びに経営計画会議、その

他重要な議事事項の含まれる会議に出席するこ

とが可能であり、必要に応じて各議事録、稟議

書等の書類の査閲や、ヒアリングを行うことが

できる。

　監査役は、会計監査人との情報交換を随時行

うことにより、密接な連携を図る。
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⑪財務報告の信頼性を確保

するための体制

当社の財務報告の信頼性を確保するため、

「財務報告に係る内部統制基本方針」を制定

し、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の

有効かつ適切な提出に向けた内部統制システム

を構築し、その内部統制システムが適切に機能

するかの評価を継続的に行い、不備があれば是

正していく体制を整備する。

⑫業務の適正を確保するた

めの体制の運用状況に関

する事項

内部統制については、毎期、内部統制システ

ムの整備及び運用状況のモニタリングを実施す

る。定期的にコンプライアンス委員会において

内部統制システムの整備及び運用状況並びに重

要なリスクについて検討し、取締役会がその内

容を確認する。

(2)会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

(3)剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な施策と認識し、将来の事業展開

を勘案した財務体質の強化及び内部留保の確保に努めつつ、安定した配当を

実施していくことを基本方針としております。

しかしながら、2023年３月期の配当につきましては、営業損失を計上して

いることから、誠に遺憾ではありますが無配とさせていただきます。株主の

皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(注) この事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しておりま

す。
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（2023年３月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

車両運搬具及び工具器具備品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

長 期 貸 付 金

敷 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

　

1,465,200

771,689

451,844

105,069

23,164

126,653

△13,220

1,955,042

1,181,351

760,310

57,026

364,014

25,760

25,089

671

747,930

14,324

685,766

404

60,653

△13,217

　

流 動 負 債 1,206,593

買 掛 金 207,186

１年内返済予定の長期借入金 733,443

未 払 法 人 税 等 15,985

資 産 除 去 債 務 24,248

そ の 他 225,730

固 定 負 債 2,136,913

長 期 借 入 金 1,806,405

繰 延 税 金 負 債 12,886

資 産 除 去 債 務 170,310

そ の 他 147,311

負 債 合 計 3,343,507

純 資 産 の 部

株 主 資 本 76,735

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 236,430

利 益 剰 余 金 △167,067

自 己 株 式 △92,627

純 資 産 合 計 76,735

資 産 合 計 3,420,243 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,420,243

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2022年７月１日から
2023年３月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 3,702,335

売 上 原 価 3,319,042

売 上 総 利 益 383,292

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 575,923

営 業 損 失 △192,631

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 252

販 売 手 数 料 収 入 6,786

受 取 保 険 金 3,025

物 品 売 却 益 5,158

助 成 金 収 入 2,809

そ の 他 4,153 22,186

営 業 外 費 用

支 払 利 息 22,058

控 除 対 象 外 消 費 税 等 9,558

そ の 他 4,252 35,869

経 常 損 失 △206,313

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 157,519

賃 貸 借 契 約 解 約 益 10,000 167,519

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 220

固 定 資 産 除 却 損 265

店 舗 閉 鎖 損 失 29,519

減 損 損 失 80,466 110,471

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 △149,265

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 17,149

法 人 税 等 調 整 額 9,960 27,109

当 期 純 損 失 △176,374

非支配株主に帰属する当期純利益 －

親会社株主に帰属する当期純損失 △176,374

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2022年７月１日から
2023年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 100,000 947,913 △702,176 △92,627 253,109

当連結会計年度変動額

欠 損 填 補 △711,483 711,483 －

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

△176,374 △176,374

当連結会計年度変動額合計 － △711,483 535,108 － △176,374

当連結会計年度末残高 100,000 236,430 △167,067 △92,627 76,735

純資産合計

当連結会計年度期首残高 253,109

当連結会計年度変動額

欠 損 填 補 －

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

△176,374

当連結会計年度変動額合計 △176,374

当連結会計年度末残高 76,735

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2023年３月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

関 係 会 社 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

長 期 貸 付 金

延 滞 債 権

長 期 前 払 費 用

敷 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

1,448,202

654,656

346,942

104,669

21,484

100,736

294,000

10,597

△84,884

1,656,335

977,117

559,416

924

0

52,762

364,014

25,760

25,089

671

653,456

13,924

12,685

5,030

597,624

37,410

△13,217
　

流 動 負 債 1,137,294

買 掛 金 205,458

１年内返済予定の長期借入金 706,587

未 払 金 54,049

未 払 費 用 41,066

未 払 法 人 税 等 6,769

未 払 消 費 税 26,128

前 受 金 31,805

預 り 金 5,137

前 受 収 益 34,920

資 産 除 去 債 務 24,248

そ の 他 1,122

固 定 負 債 1,915,266

長 期 借 入 金 1,604,181

長 期 前 受 収 益 14,036

預 り 敷 金 保 証 金 141,235

繰 延 税 金 負 債 9,435

資 産 除 去 債 務 146,378

負 債 合 計 3,052,561

純 資 産 の 部

株 主 資 本 51,976

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 236,430

資 本 準 備 金 236,430

利 益 剰 余 金 △191,826

その他利益剰余金 △191,826

繰越利益剰余金 △191,826

自 己 株 式 △92,627

純 資 産 合 計 51,976

資 産 合 計 3,104,537 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,104,537

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2022年７月１日から
2023年３月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 3,028,267

売 上 原 価 2,730,279

売 上 総 利 益 297,988

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 540,727

営 業 損 失 △242,739

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 16,165

販 売 手 数 料 収 入 6,766

受 取 保 険 金 2,402

業 務 受 託 料 3,790

物 品 売 却 益 4,594

そ の 他 2,337 36,057

営 業 外 費 用

支 払 利 息 21,902

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 6,393

そ の 他 197 28,494

経 常 損 失 △235,176

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 157,519

賃 貸 借 契 約 解 約 益 10,000 167,519

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 265

店 舗 閉 鎖 損 失 29,519

減 損 損 失 76,923 106,708

税 引 前 当 期 純 損 失 △174,364

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,770

法 人 税 等 調 整 額 10,691 17,461

当 期 純 損 失 △191,826

損　益　計　算　書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2022年７月１日から
2023年３月31日まで ）

　（単位：千円）

株　主　資　本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 100,000 535,913 412,000 947,913 △711,483 △711,483

当 期 変 動 額

欠 損 填 補 △299,483 △412,000 △711,483 711,483 711,483

当期純損失（△） △191,826 △191,826

当 期 変 動 額 合 計 － △299,483 △412,000 △711,483 519,656 519,656

当 期 末 残 高 100,000 236,430 － 236,430 △191,826 △191,826

株　主　資　本

純資産合計

自 己 株 式
株主資本

合計

当 期 首 残 高 △92,627 243,803 243,803

当 期 変 動 額

欠 損 填 補 － －

当期純損失（△） △191,826 △191,826

当 期 変 動 額 合 計 － △191,826 △191,826

当 期 末 残 高 △92,627 51,976 51,976

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指定社員
業務執行社員

公認会計士 今　井　修　二

指定社員
業務執行社員

公認会計士 小　原　芳　樹

独立監査人の監査報告書

2023年５月19日

株式会社ランシステム

取締役会　御中

ア ス カ 監 査 法 人
東 京 事 務 所

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ランシス
テムの2022年７月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ランシステム及び連結子会
社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計
算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査
役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する
ものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通

読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法
人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連
結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計
算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
　・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の
選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。
　・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
　・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評
価する。
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　・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、
連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
　・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記
事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財
務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書
類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独
で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施
時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ
る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与
えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指定社員
業務執行社員

公認会計士 今　井　修　二

指定社員
業務執行社員

公認会計士 小　原　芳　樹

独立監査人の監査報告書

2023年５月19日

株式会社ランシステム

取締役会　御中

ア ス カ 監 査 法 人
東 京 事 務 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ラ
ンシステムの2022年７月１日から2023年３月31日までの第35期事業年度の計
算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という）について監査
を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査
役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも
のではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が
監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ
るかどうか注意を払うことにある。

計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算
書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書
類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する
　・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の
選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。
　・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
　・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評
価する。
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　・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義
を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書
類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結
論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
　・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事
項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施
時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ
る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与
えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査報告書

　当監査役会は、2022年７月１日から2023年３月31日までの第35期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役
及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成
る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会
決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に
ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明い
たしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

監査役会の監査報告
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２. 監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取

締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人アスカ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

(3)連結計算書類の監査結果

会計監査人アスカ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2023年５月19日

株 式 会 社 ラ ン シ ス テ ム 　 監 査 役 会

常勤監査役 遠 藤 　 進 ㊞

社外監査役 山 本 安 志 ㊞

社外監査役 中 藤 　 力 ㊞
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する

当社株式の数

１

ひだか　だいすけ

日高　大輔

（1970年１月27日）

[再任]

1994年 4月 海上自衛隊第一術科学校生徒部生徒体育課　入隊

2000年 4月 プラザ商事㈱　入社

2004年 8月 ＧＡＵＤＩ㈱　取締役（現任）

2004年 8月 プラザ商事㈱　取締役（現任）

2010年 8月 当社　入社

2013年 9月 当社　代表取締役社長（現任）

2014年12月 ウェルネスイノベーション㈱　取締役

2015年 6月 ＧＮＥＸＴ㈱　取締役（現任）

2015年10月 ㈱ランウェルネス　代表取締役社長

2017年 5月 ＩＮＣユナイテッド㈱（現㈱ランセカンド）　取締役

(現任)

2019年 9月 ㈱ランウェルネス　取締役（現任）

113,200株

【選任理由及び期待される役割の概要】

日高大輔氏は、教育関係職員として、また、企業経営者として幅広い知見を有して

おり、2013年から当社の代表取締役社長として強いリーダーシップでグループ経営

をリードしてきました。今後も、当社グループの企業価値の向上と持続的な成長を

実現すべく、取締役候補者といたしました。

２

かさま　たくみ

笠間　匠

（1966年10月１日）

[再任]

1998年11月 当社　入社

2008年 7月 当社　自遊空間事業部部長

2013年 9月 当社　専務取締役　外販事業部本部長（現任）

2017年 5月 ＩＮＣユナイテッド㈱（現㈱ランセカンド）　取締役

(現任)

7,800株

【選任理由及び期待される役割の概要】

笠間匠氏は、当社自遊空間事業部門での業務経験を経て、経営的立場での豊富な経

験を有しております。2013年から当社の専務取締役として生産部門の統括の立場で

積極的な意見や提言を行っております。同氏の経験等を業務執行や経営の監督に活

かし、引き続き当社グループの企業価値を向上すべく、取締役候補者といたしまし

た。

株主総会参考書類

第１号議案 取締役７名選任の件

　取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、

取締役７名の選任をお願いするものであります

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する

当社株式の数

３

おもだか　ひでお

面髙　英雄

（1972年４月27日）

[再任]

1995年 4月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）　入行

1998年12月 京セラ㈱　入社

2001年 6月 ㈱セブンイレブン・ジャパン　入社

2007年 6月 ファイブアイズ・ネットワークス㈱　取締役

2009年 3月 当社　入社

2013年 9月 当社　常務取締役　経営企画本部長（現任）

2015年 9月 当社　管理本部長（現任）

2017年 5月 ＩＮＣユナイテッド㈱（現㈱ランセカンド）　取締役

(現任)

2019年 9月 ㈱ランウェルネス　代表取締役社長（現任）

7,900株

【取締役候補者とした理由】

面髙英雄氏は、前職までの経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、

2013年から当社の常務取締役として管理部門の統括の立場で積極的な意見や提言を

行っております。同氏の経験等を業務執行や経営の監督に活かし、引き続き当社グ

ループの企業価値を向上すべく、取締役候補者といたしました。

４

てるい　のりお

照井　則男

（1957年４月４日）

[再任]

1980年 4月 ㈱すかいらーく（現 ㈱すかいらーくホールディング

ス）入社

1996年 5月 日本マクドナルド㈱（現 日本マクドナルドホールディ

ングス㈱）入社

2002年 7月 同社情報システム企画部マネージャー

2003年 2月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社

2008年 4月 同社Vice-President　情報システム部本部長

2015年11月 ㈱AOKIホールディングス入社　執行役員情報システム

本部副本部長

2018年 6月 同社常務取締役

2018年12月 同社グループデジタル・情報システム担当兼デジタ

ル・CRM推進室長

2019年 6月 同社グループ情報システム担当（現任）

2022年 6月 同社代表取締役副社長（現任）

2022年 9月 当社　取締役（現任）

-株

【取締役候補者とした理由】

照井則男氏は、長年の経営経験に加えて、㈱AOKIホールディングスにおいて情報シ

ステム関連全般を担当し、その経験と知見を活かして企業価値の向上に貢献してい

ます。当社においても、2022年に当社の取締役となり、当社グループの企業価値の

向上に貢献しています。今後も、当社グループの経営全般に助言いただくことで、

経営体制の一層の強化に繋がるものと判断し、取締役候補者といたしました。同氏

が選任された場合には、当社の取締役会における審議事項につき、客観的・中立的

な立場で関与いただく予定であります。
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候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する

当社株式の数

５

なかや　けんじ

中谷　健二

（1980年６月３日）

[再任]

2006年 4月 公認会計士登録

2007年 3月 公認会計士中谷健二会計事務所　設立

2013年12月 東京弁護士会登録

2013年12月 小林・福井法律事務所　入所

2014年 1月 中谷公認会計士事務所　設立

2022年 9月 当社　社外取締役（現任）

-株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

中谷健二氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計に関する専門的な見識を有し

ており、2022年に当社の社外取締役となり、専門的な知識を活かして、企業価値の

向上に貢献しています。同氏は過去に会社経営に直接関与された経験はありません

が、上記の理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと

判断しております。

また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める

独立性基準を満たしており、同氏が選任された場合には、同取引所に対して独立役

員として届け出ることを予定しております。

６

かとう　ようへい

加藤　洋平

（1978年12月23日）

[再任]

2013年12月 東京弁護士会登録　やざわ法律事務所　入所

2019年 4月 東京弁護士会常議員　日本弁護士連合会代議員

2022年 4月 東京弁護士会中小企業法律センター委員会委員（SDGｓ

PT所属）

2022年 9月 当社　社外取締役（現任）

-株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

加藤洋平氏は、弁護士としての専門知識を有しており、2022年に当社の社外取締役

となり、専門的な知識を活かして、企業価値の向上に貢献しています。同氏は過去

に会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外

取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める

独立性基準を満たしており、同氏が選任された場合には、同取引所に対して独立役

員として届け出ることを予定しております。

７

あらい　はるな

荒井　春奈

（1982年２月12日）

[再任]

2014年12月 弁護士登録

2015年１月 独立行政法人日本司法支援センター　入所

2019年１月 弁護士法人高橋裕次郎法律事務所　入所

2022年 9月 当社　社外取締役（現任）

-株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

荒井春奈氏は、弁護士としての専門知識を有しており、2022年に当社の社外取締役

となり、専門的な知識を活かして、企業価値の向上に貢献しています。同氏は過去

に会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外

取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める

独立性基準を満たしており、同氏が選任された場合には、同取引所に対して独立役

員として届け出ることを予定しております。

　（注）１. 中谷健二氏、加藤洋平氏、荒井春奈氏は、社外取締役候補者であります。

２. 本総会終結の時をもって、取締役東英和氏が退任されます。
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候補者
番号

氏　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所有する
当社株式

の数

１

やまもと　やすし

山本　安志

（1950年９月12日）

[再任]

1978年 9月 山本安志法律事務所　所長（現任）

2011年 9月 当社　社外監査役（現任）
－株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

山本安志氏は、弁護士としての経験と幅広い見識を有しており、専門的知識を当社

の監査体制に反映していただくことを期待したためであります。会社経営に直接関

与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としての職務

を適切に遂行できるものと判断しております。

また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める

独立性基準を満たしており、同氏が選任された場合には、同取引所に対して独立役

員として届け出ることを予定しております。

２

なかとう　つとむ

中藤　力

（1953年11月28日）

[再任]

1989年 9月 Weil,Gotshal & Manges 法 律 事 務 所　　　

ニューヨーク事務所勤務

1990年 8月 日比谷総合法律事務所

2011年 9月 当社　社外監査役（現任）

－株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

中藤力氏は、弁護士としての経験と幅広い見識を有しており、専門的知識を当社の

監査体制に反映していただくことを期待したためであります。会社経営に直接関与

された経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としての職務を

適切に遂行できるものと判断しております。

また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める

独立性基準を満たしており、同氏が選任された場合には、同取引所に対して独立役

員として届け出ることを予定しております。

第２号議案 監査役２名選任の件

　監査役山本安志氏、中藤力氏は本総会終結の時をもって任期満了となりま

す。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

　（注）１. 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 山本安志氏、中藤力氏は、社外監査役候補者であります。

３. 山本安志氏、中藤力氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、それぞれの監

査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって両氏ともに12年となります。
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氏　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所有する
当社株式の数

　さの　たかおう

佐野　高王

（1976年３月22日）

2002年10月 弁護士登録

2007年10月 佐野法律事務所　所長(現任)
－株

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

　2022年９月28日開催の第34期定時株主総会において補欠監査役に選任された

佐野高王氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令

に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任を

お願いするものであります。

　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

　（注）１. 佐野高王氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 佐野高王氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

３. 佐野高王氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏は過去に経営に関与し

たことはありませんが、弁護士として培われた専門的知識を当社の監査体制に反

映していただくことを期待したためであります。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：埼玉県狭山市入間川２丁目33番１号

狭山市市民会館　中ホール

TEL　04－2953－9101

入間基地

市役所

西口

東口

狭山市駅

狭山
郵便局

至入曽駅

県道50号

西武新宿線

石心会
狭山病院

至
入
間

鵜ノ木
交差点

入間川

埼玉
りそな銀行

狭山市
市民会館

消防本部

イオン

イオン

ＪＡいるま野
国道16号

昭
代
橋

新
富
士
見
橋

本
富
士
見
橋

中央図書館

ＮＴＴ

交番

セブンイレブン

至
新
狭
山
駅

至
川
越

交通　西武新宿線「狭山市駅　西口」から徒歩７分

※西口を出て右手の道（下り坂）約700ｍ先

お願い　当日は会場駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場

はなるべくご遠慮願います。


